
　

同
一
の
健
康
保
険（
国
民
健
康
保

険・後
期
高
齢
者
医
療
制
度・職
場
の

健
康
保
険
な
ど
）の
世
帯
内
で
、毎
年

８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間

に
支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が一定
額

を
超
え
た
場
合
、申
請
に
よ
り
そ
の
超

え
た
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
70
歳
未
満
の
自
己
負
担
限
度
額
】

【
70
歳
以
上
の
自
己
負
担
限
度
額
】

健
康
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
方

高
額
医
療・高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

　
『
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
』
と
は
、
健
康
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
費
用
負
担
を
小
さ
く
す
る
た
め

の
制
度
で
す
。

※
「
高
額
療
養
費
」
お
よ
び
「
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
支
給
さ

れ
る
分
は
除
き
ま
す
。

【
申
請
の
方
法
】

○
芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　
支
給
対
象
と
な
る
世
帯
（
令
和
５

年
８
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
７
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
ご
加
入
の
健
康
保

険
に
変
更
が
あ
っ
た
世
帯
を
除
く
）

に
対
し
て
申
請
関
係
書
類
を
郵
送
し

ま
す
。

　
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、
国
保
年

金
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
そ
の
他
の
健
康
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
窓
口

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

事
前
に
福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係

（
☎
 77

-

3
9
2
5
）
に
て
介
護
保

険
分
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」
の

交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

【
受
付
・
問
合
せ
】

○
芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

⇩
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

○
そ
の
他
の
健
康
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者

⇩
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
窓
口

所得区分 自己負担限度額
(医療＋介護 )

ア 所得 901万円超 212 万円

イ 所得 600万円超 901万円以下 141 万円

ウ 所得 210万円超 600万円以下 67 万円

エ 所得 210万円以下
（住民税非課税世帯除く） 60 万円

オ 住民税非課税世帯 34 万円

負担割合 所得区分 自己負担限度額
(医療＋介護 )

3 割

現役並所得者Ⅲ
（市町村民税課税所得 690万円以上） ２１２万円

現役並所得者Ⅱ
（市町村民税課税所得 380万円以上） １４１万円

現役並所得者Ⅰ
（市町村民税課税所得 145万円以上） ６７万円

1 割・2割 一般Ⅰ・Ⅱ
（市町村民税課税※現役並所得者を除く） ５６万円

1 割

区分Ⅱ
（市町村民税非課税） ３１万円

区分Ⅰ
（市町村民税非課税） １９万円

　
デ
ジ
タ
ル
庁
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
活
用
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
の
取

組
み
を
推
進
す
る
た
め
に
開
発
し

た
「
自
治
体
・
医
療
機
関
等
を
つ

な
ぐ
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム（Public 

M
edical H

ub

）」の
令
和
６
年
度

先
行
実
施
事
業
に
採
択
さ
れ
、
令
和

7
年
3
月
3
日
よ
り
運
用
開
始
と
な

り
ま
し
た
。 子

ど
も
（
学
生
）
医
療
、
ひ
と
り
親
医
療

Ｐ
Ｍ
Ｈ
先
行
実
施
事
業
に
つ
い
て

【
事
業
内
容
】

　
こ
れ
ま
で
は
受
診
時
に
医
療
機
関

の
窓
口
で
「
加
入
医
療
保
険
情
報
が

分
か
る
も
の
（
保
険
証
な
ど
）
」
と

「
紙
の
受
給
券
」
の
2
枚
の
提
示
が

必
要
で
し
た
が
、
今
後
は
マ
イ
ナ
保

険
証
を
利
用
す
る
方
が
千
葉
県
内
の

マ
イ
ナ
受
給
者
証
対
応
医
療
機
関
や

薬
局
な
ど
を
受
診
す
る
際
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
１
枚
で
対
象
制
度

の
受
給
券
（
マ
イ
ナ
受
給
者
証
）
と

し
て
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
受
給
者
証
対
応
医
療
機
関・

　

薬
局
と
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
１
枚
で
子
ど
も
医
療
助
成
受
給
券

　
な
ど
の
Ｐ
Ｍ
Ｈ
対
象
制
度
の
受
給

　

者
証
と
し
て
も
対
応
で
き
る
医
療

　
機
関・薬
局
な
ど
を
い
い
ま
す
。

【
対
象
制
度
】

・
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

・
学
生
等
医
療
費
助
成
制
度
（
高
校

　
生
年
代
の
み
）

・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成

　
制
度

※
町
か
ら
受
給
券
を
発
行
さ
れ
て
い

　
る
方
に
限
り
ま
す
。

こ
ど
も
保
健
課
子
育
て
支
援
係
☎
77
‐
１
８
９
７

問

【
マ
イ
ナ
受
給
者
証
利
用
方
法
】

　
マ
イ
ナ
受
給
者
証
を
利
用
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録

（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
が
必
要
で
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
が
済
ん
で

い
る
場
合
は
、
医
療
機
関
な
ど
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
み
取
り
機
に

て
、「
医
療
費
助
成
の
各
種
受
給
者

証
を
利
用
し
ま
す
か
」の
画
面
で【
利

用
す
る
】を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】

・
現
在
は
先
行
実
施
期
間
中
の
た
め

　
す
べ
て
の
医
療
機
関
な
ど
で
マ
イ

　
ナ
受
給
者
証
が
利
用
で
き
る
わ
け

　
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
紙

の
受
給
券
も
併
せ
て
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

・
紙
の
受
給
者
券
の
交
付
を
直
ち
に

　
廃
止
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
従
来
通
り
、
紙
の
受
給
者
券
の
提

　
示
で
受
診
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

対
象
者

40
〜
74
歳
の
男
女
（
定
員
14
人
）

開
催
日
（
6
回
コ
ー
ス
）

①
5
月
16
日
㈮　
②
5
月
29
日
㈭

③
6
月
20
日
㈮　
④
7
月
18
日
㈮

⑤
8
月
1
日
㈮　
⑥
9
月
19
日
㈮

時
間　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

会
場　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

内
容

・
健
康
チ
ェ
ッ
ク
（
体
脂
肪
、
血
圧

　
測
定
）

・
運
動
実
習
（
自
宅
で
で
き
る
簡
単

　
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど
）

参
加
費
　

１
，０
０
０
円（
保
険
･
茶
菓
子
代
）

※
初
回
参
加
時
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切
　
4
月
30
日
㈬

申
込
方
法
　
し
ば
っ
こ
保
健
ナ
ビ
か

ら
W
E
B
予
約
ま
た
は
保
健
セ
ン

タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

40
〜
74
歳
の
方

へ
る
す
あ
っ
ぷ
講
座
参
加
者
募
集

子
ど
も
保
健
課
保
健
衛
生
係
☎
77
‐
１
８
９
１

問

　
数
年
後
も
元
気
な
身
体
を
保
て
る
よ
う
、毎
日
の
運
動
習
慣
に
役
立
つ
簡

単
な
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
の
で
、気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

［イメージ］

▲しばっこ保健ナビ
　予約サービス

第75回 千葉県消防大会 　３月５日、消防職員・団員の士気の高揚と消防防災体制の確立
を目的に千葉県消防大会が開催され、４名の芝山町消防団員が永
年の消防活動を称えられ表彰を受けました。

消防庁長官　永年勤続功労章
　冬木　克典　副団長（写真右から2番目）
　奴賀　義定　副団長（写真中央）
日本消防協会　精績章
　小川　茂　　本部付分団長（写真左から1番目）
千葉県消防協会　永年勤続功労章
　飯髙　康晴　副団長（写真左から2番目）

被表彰者

15 2025. ４月号 14広報しばやま 

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


